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旧
日
本
軍
が
太
平
洋
戦
争
遂
行
の
た
め
沖
縄
県
民
の
土
地
を
強
制
接
収
し
た
、
現
嘉
手
納
飛
行
場
の
一
部
（
面
積
十
四
万
五

千
坪
）
と
、
読
谷
補
助
飛
行
場
（
面
積
八
十
万
六
千
坪
）
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

「
嘉
手
納
、
読
谷
」
以
外
の
強
制
接
収
さ
れ
た
飛
行
場
は
、
米
軍
政
下
時
代
に
旧
地
主
の
要
求
、
要
望
に
添
っ
て
す
で
に
返

還
済
み
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
旧
日
本
軍
に
最
も
強
権
的
に
先
祖
代
々
の
大
事
な
土
地
を
有
無
を
言
わ
さ
な
い
形
で
接
収
さ
れ
、
敗
戦
で
米
軍

に
占
領
さ
れ
、
復
帰
後
も
そ
の
形
態
に
何
ら
変
更
な
し
に
今
日
ま
で
約
六
十
年
近
く
軍
事
基
地
と
し
て
継
続
使
用
さ
れ
て
き
て

い
る
の
が
、
「
嘉
手
納
お
よ
び
読
谷
補
助
飛
行
場
」
で
あ
る
。 

ま
ず
、
嘉
手
納
飛
行
場
の
一
部
と
、
読
谷
補
助
飛
行
場
の
強
制
接
収
の
概
要
は
、
太
平
洋
戦
争
が
敗
色
濃
厚
と
な
っ
た
頃
、

沖
縄
派
遣
第
三
二
軍
に
よ
り
沖
縄
防
衛
戦
略
上
、
航
空
戦
力
強
化
の
た
め
と
称
し
、
沖
縄
本
島
の
北
谷
村
（
嘉
手
納
含
む
）
、 

 

読
谷
村
、
浦
添
村
（
市
）
、
西
原
村
（
町
）
等
で
強
制
接
収
さ
れ
、
飛
行
場
建
設
が
同
時
並
行
的
に
突
貫
工
事
で
強
行
さ
れ 

 
 

 

た
。 強

制
接
収
さ
れ
た
両
飛
行
場
の
所
有
権
確
認
に
つ
い
て
の
解
決
手
段
、
方
法
は
、
違
っ
た
経
緯
を
た
ど
っ
て
き
て
い
る
が
、 

沖
縄
県
に
お
け
る
旧
日
本
軍
に
よ
る
強
制
接
収
用
地
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

確
か
に
、
嘉
手
納
飛
行
場
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
は
司
法
上
も
決
着
が
つ
い
た
か
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
が
、
旧
地
主
の
方
々
が
民
法
上
の
売
買
契
約
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
、
地
代
は
受
領
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
以
上
、
民

事
上
の
争
点
の
余
地
は
あ
る
と
推
定
で
き
る
し
、
何
よ
り
も
、
戦
争
遂
行
目
的
で
強
制
的
に
国
民
の
土
地
を
接
収
し
た
国
家 

（
政
府
）
の
政
治
的
、
道
義
的
責
任
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

一 

政
府
が
、
両
飛
行
場
を
旧
地
主
の
要
求
ど
お
り
の
処
理
を
せ
ず
、
国
有
地
と
し
て
扱
っ
て
い
る
理
由
に
、
両
土
地
と
も
当

時
「
法
律
上
の
手
続
き
を
経
て
接
収
し
た
」
も
の
だ
と
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
国
が
、
も
し
法
的
瑕
疵
が
な
か
っ
た
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
す
べ
て
の
証
拠
資
料
を
改
め
て
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。 

二 

旧
日
本
軍
に
よ
っ
て
、
土
地
を
強
制
接
収
さ
れ
た
旧
地
主
の
、
①
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日
、
②
本
籍
及
び
現
住
所
、

③
地
目
及
び
地
番
、
④
筆
数
及
び
面
積
、
⑤
接
収
の
時
期
、
⑥
接
収
目
的
及
び
そ
の
方
法
、
⑦
特
に
売
買
契
約
の
有
無
、
⑧

土
地
代
、
補
償
金
等
の
支
払
の
有
無
、
⑨
支
払
方
法
及
び
そ
の
手
続
き
の
内
容
、
⑩
土
地
を
接
収
し
た
担
当
部
隊
、
そ
の
責 

旧
日
本
軍
に
強
制
接
収
さ
れ
た
事
実
は
同
根
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
政
府
の
回
答
を
求
め
る
。 

大
蔵
省
が
昭
和
五
三
年
四
月
一
七
日
に
明
ら
か
に
し
た
調
査
報
告
書
で
は
、
納
得
が
い
か
な
い
。 

二 

 



 

四 

読
谷
補
助
飛
行
場
の
場
合
は
、
司
法
上
の
対
抗
措
置
を
採
ら
ず
に
返
還
、
も
し
く
は
返
還
予
定
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
読
谷
村
が
策
定
し
た
「
返
還
跡
地
転
用
計
画
」
に
基
づ
く
戦
後
処
理
と
し
て
、
そ
の
解
決
策
を
求
め
て
き
て
い
る
。
し

か
し
、
い
ま
だ
に
具
体
的
な
解
決
の
方
策
は
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
黙
認
耕
作
地
の
扱
い
を
含
め
政
府
は
こ
の
点
ど
う
考
え

る
か
。 

五 

沖
縄
本
島
の
土
地
問
題
解
決
の
困
難
さ
、
複
雑
さ
は
、
沖
縄
戦
に
お
い
て
土
地
に
関
す
る
諸
帳
簿
類
が
す
べ
て
焼
失
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
敗
戦
後
も
米
軍
占
領
下
で
の
混
乱
し
た
社
会
状
況
下
で
充
分
な
所
有
権
認
定
の
た
め
の
調
査
が
な
さ

れ
ず
に
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
米
軍
管
理
下
に
お
か
れ
、
復
帰
に
際
し
て
も
、
形
式
的
な
手
続
き
で
国
有
地
に
認
定
さ
れ
た
も

の
に
外
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
是
非
再
検
討
頂
き
た
い
。
沖
縄
戦
末
期
の
国
民
総
動
員
体
制
下
で
、
旧
日
本
軍
部
に
絶
対
服 

三 
政
府
は
、
正
当
な
対
価
を
旧
地
主
に
支
払
っ
た
と
主
張
し
て
き
た
が
故
に
、
接
収
後
五
六
年
乃
至
五
七
年
余
が
経
過
し
て

い
る
の
で
「
二
」
の
証
拠
提
示
は
困
難
だ
と
強
弁
す
る
だ
ろ
う
が
、
旧
地
主
の
方
々
は
、
政
府
が
こ
れ
ま
で
に
提
示
し
た
資

料
や
説
明
に
全
く
納
得
せ
ず
、
「
怨
念
の
土
地
」
だ
と
し
て
、
い
ま
な
お
、
原
則
旧
地
主
へ
の
返
還
を
強
く
求
め
続
け
て
い 

 

る
。
こ
の
地
主
の
心
情
を
政
府
は
ど
う
考
え
る
か
。 

任
者
の
階
級
及
び
氏
名
等
を
明
確
に
す
る
こ
と
。 

三 

 



 

嘉
手
納
旧
飛
行
場
権
利
獲
得
期
成
会
並
び
に
嘉
手
納
町
当
局
（
町
長
）
か
ら
の
重
ね
て
の
要
請
に
よ
る
と
、
一
連
の
訴
訟 

を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
も
あ
り
、
こ
の
土
地
が
国
有
地
に
な
っ
た
こ
と
に
異
論
が
あ
る
と
強
く
訴
え
て
い
る
。 

こ
れ
ら
、
旧
日
本
軍
に
土
地
を
強
制
収
用
さ
れ
た
地
主
は
、
戦
時
中
、
そ
し
て
戦
後
の
米
軍
占
領
時
か
ら
今
日
ま
で
、 

 

「
日
米
両
国
」
か
ら
土
地
代
も
な
く
、
塗
炭
の
苦
し
み
と
幾
多
の
犠
牲
に
堪
え
な
が
ら
他
界
し
た
地
主
も
多
く
、
高
齢
に 

 

な
っ
た
旧
地
主
の
方
々
は
、
こ
の
「
怨
念
の
土
地
」
問
題
の
一
日
も
早
い
解
決
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
無
慈
悲 

 

な
仕
打
ち
は
絶
対
に
容
認
で
き
な
い
。 

祖
国
の
勝
利
と
戦
争
に
勝
て
ば
土
地
は
返
還
さ
れ
る
と
信
じ
て
、
旧
日
本
軍
に
最
も
忠
実
、
献
身
的
に
国
家
の
た
め
と
い 

う
熱
い
想
い
で
、
土
地
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
旧
地
主
の
方
々
の
当
時
の
心
境
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
政
治
家
、
行 

政
マ
ン
が
い
な
い
こ
と
を
情
け
な
く
思
う
。 

従
以
外
に
選
択
の
余
地
の
な
か
っ
た
「
嘉
手
納
、
読
谷
」
両
飛
行
場
の
旧
地
主
の
方
々
が
、
ど
ん
な
想
い
で
肥
沃
な
農
地
を 

 
旧
日
本
軍
に
接
収
さ
れ
た
か
を
。 

政
府
は
即
刻
、
沖
縄
戦
前
後
に
係
わ
る
諸
資
料
の
再
調
査
、
蒐
集
、
整
理
に
着
手
し
、
そ
の
中
で
「
嘉
手
納
、
読
谷
」
両 

 
 

飛
行
場
の
未
解
決
の
土
地
問
題
を
戦
後
処
理
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
旧
地
主
の
方
々
や
、
関
係
団
体
等
が
納
得
で 

四 

 



 

 

五 

き
る
解
決
策
の
た
め
、
政
治
的
大
英
断
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
戦
後
の
混
乱
期
に
お
け
る
「
聞
き
取
り
、
類
推
等
」
に
よ
る

一
方
的
調
査
結
果
の
み
で
処
理
す
べ
き
案
件
で
は
断
じ
て
あ
り
え
な
い
。 

二
十
世
紀
に
起
き
た
沖
縄
の
戦
後
処
理
を
二
十
一
世
紀
ま
で
、
決
し
て
持
ち
越
す
べ
き
で
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日
本
政

府
が
い
ま
な
お
な
す
べ
き
沖
縄
に
対
す
る
道
義
的
、
政
治
的
責
務
だ
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
政
府
の
見
解
を
問

う
。 

右
質
問
す
る
。 


